
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所

登

録

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
四
八
号
消
石
灰

七
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

西
日
本
産
業
株
式
会
社

佐
伯
市
大
字
上
岡
一
二

三
七
番
地
の
一

令
六
・

三
・
二
七

告

示

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
未
収
金
回
収
業
務
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

肥
料
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

肥
料
の
登
録
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

令
和
六
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

契
約
者
等
の
公
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
県
母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
未
収
金
回
収
業
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
十
六
番
二
十
号

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社

代
表
取
締
役

長

岡

智

重

二

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
希
少
野
生
動
植
物
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

指
定
希
少
野
生
動
植
物

ム
ラ
サ
キ
セ
ン
ブ
リ
（
リ
ン
ド
ウ
科
）

ナ
ツ
エ
ビ
ネ
（
ラ
ン
科
）

ア
オ
バ
ズ
ク
（
フ
ク
ロ
ウ
科
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
を
登
録
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
二
八
号

七
月
二
十
三
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所

登
録
有
効

期

限

大
分
県
肥
第

一
〇
四
七
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
特
八

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
二
・

四
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
〇
四
八
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
三
三

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令

九
・

五
・
一
一

大
分
県
肥
第

一
〇
五
七
号

な
た
ね
油

か
す
及
び

そ
の
粉
末

粒
状
な

た
ね
油

粕

窒
素
全
量

五
・
三

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

ミ
ズ
ホ
ユ
ー
キ
有
限
会

社茨
城
県
土
浦
市
中
都
町

一
丁
目
五
五
〇
八
番
地

令
一
二
・

六
・
一
二

大
分
県
肥
第

一
一
二
一
号
混
合
石
灰

肥
料

微
量
要

素
入
り

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
用
性
苦
土

一
〇
・
〇

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
二
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン
〇
・
四

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
、
公
定

規
格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
二
・

三
・
二
八

〇

大
分
県
肥
第

一
一
二
二
号
混
合
有
機

質
肥
料

Ａ
Ｄ
混

合
有
機

質
肥
料

Ｍ
三
三

一

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
ア
グ
リ
ド
ッ

グ茨
城
県
土
浦
市
中
都
町

一
丁
目
五
五
〇
八
番
地

令
一
二
・

四
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
一
二
三
号

加
工
家
き

ん
ふ
ん
肥

料

グ
リ
ー

ン
ラ
イ

フ
ペ
レ

ッ
ト

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

Ｊ
Ａ
う
す
き
た
ま
ご
フ

ァ
ー
ム
株
式
会
社

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区

那
の
津
五
丁
目
三
番
一

号

令
一
二
・

五
・
二
九

大
分
県
肥
第

一
一
二
四
号
乾
燥
菌
体

肥
料

五
・
〇

乾
燥
酵

母
肥
料

二
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令

九
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

失

効

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
二
〇
号
豆
腐
か
す

乾
燥
肥
料
乾
燥
お

か
ら

窒
素
全
量

五
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

九
州
乳
業
株
式
会
社

大
分
市
大
字
廻
栖
野
三

二
三
一

令
六
・

一
・
一
九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

二



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
宝
珠
山

日
田
線

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
一

番
一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
二

番
地
先
ま
で

前

七
・
九

〜

四
・
一

三
八
・
九

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
一

番
一
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
二

番
地
ま
で

後

八
一
・
九

〜

四
・
一

三
八
・
九

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
ヲ
ニ
キ
一
四

七
〇
番
四
地
内

前

四
・
七

〜

三
・
九

四
四
・
三

後

四
九
・
七

〜

四
・
一

四
四
・
三

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

免
許
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

二

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

佐

藤

樹
一
郎

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
深
江
字
坪
江
鼻
六
八
九
番
四
か
ら
字
漕
網
六
九
一
番
二
に
至
る
各
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
の
地
点
と
一
〇
九
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
四
年
の
秋
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

一
の
地
点

津
久
見
市
大
字
長
目
字
葛
山
三
七
八
番
地
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
長
目
」
（
北
緯

三
三
度
〇
六
分
三
一
秒
四
七
二
八
、
東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
六
秒
六
七
九
七
（
以
下
「
基

点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
三
四
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
、
〇
五
八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
の
地
点

一
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
二
六
分
五
八
秒
〇
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
の
地
点

二
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
四
六
分
一
三
秒
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
の
地
点

三
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
四
九
分
〇
二
秒
四
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
の
地
点

四
の
地
点
か
ら
三
六
度
三
三
分
四
五
秒
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
の
地
点

五
の
地
点
か
ら
三
六
度
三
四
分
一
七
秒
二
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
の
地
点

六
の
地
点
か
ら
三
六
度
三
一
分
一
一
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
の
地
点

七
の
地
点
か
ら
三
六
度
三
七
分
二
一
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
の
地
点

八
の
地
点
か
ら
三
六
度
四
四
分
三
〇
秒
一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
の
地
点

九
の
地
点
か
ら
三
六
度
四
四
分
二
一
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
の
地
点

一
〇
の
地
点
か
ら
三
六
度
五
七
分
二
七
秒
一
〇
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
の
地
点

一
一
の
地
点
か
ら
三
七
度
〇
五
分
四
四
秒
九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
の
地
点

一
二
の
地
点
か
ら
三
九
度
五
一
分
四
七
秒
一
六
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
の
地
点

一
三
の
地
点
か
ら
四
三
度
五
八
分
二
四
秒
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
の
地
点

一
四
の
地
点
か
ら
四
六
度
三
二
分
〇
三
秒
七
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
の
地
点

一
五
の
地
点
か
ら
四
九
度
四
二
分
四
五
秒
七
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七
の
地
点

一
六
の
地
点
か
ら
五
二
度
五
四
分
一
三
秒
七
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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一
八
の
地
点

一
七
の
地
点
か
ら
五
五
度
四
一
分
〇
五
秒
五
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
の
地
点

一
八
の
地
点
か
ら
五
八
度
〇
五
分
一
三
秒
五
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
の
地
点

一
九
の
地
点
か
ら
六
〇
度
二
七
分
三
八
秒
五
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一
の
地
点

二
〇
の
地
点
か
ら
六
二
度
五
〇
分
五
五
秒
五
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
の
地
点

二
一
の
地
点
か
ら
六
六
度
一
一
分
〇
四
秒
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三
の
地
点

二
二
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
五
三
分
二
二
秒
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四
の
地
点

二
三
の
地
点
か
ら
一
五
八
度
〇
八
分
一
八
秒
二
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
の
地
点

二
四
の
地
点
か
ら
八
五
度
五
一
分
四
五
秒
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
の
地
点

二
五
の
地
点
か
ら
六
五
度
五
〇
分
一
〇
秒
五
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七
の
地
点

二
六
の
地
点
か
ら
五
九
度
一
〇
分
一
六
秒
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
の
地
点

二
七
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
〇
四
分
二
九
秒
〇
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
の
地
点

二
八
の
地
点
か
ら
三
七
度
一
八
分
五
八
秒
〇
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
の
地
点

二
九
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
二
三
分
五
〇
秒
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
一
の
地
点

三
〇
の
地
点
か
ら
七
四
度
一
六
分
一
七
秒
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
二
の
地
点

三
一
の
地
点
か
ら
七
三
度
五
七
分
四
五
秒
五
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
三
の
地
点

三
二
の
地
点
か
ら
七
二
度
〇
三
分
三
九
秒
六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
四
の
地
点

三
三
の
地
点
か
ら
六
〇
度
二
一
分
五
七
秒
七
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
五
の
地
点

三
四
の
地
点
か
ら
八
三
度
〇
一
分
二
七
秒
二
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
六
の
地
点

三
五
の
地
点
か
ら
八
一
度
三
六
分
五
八
秒
一
〇
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
の
地
点

三
六
の
地
点
か
ら
九
〇
度
二
四
分
二
七
秒
二
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
の
地
点

三
七
の
地
点
か
ら
七
七
度
〇
四
分
一
三
秒
二
〇
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
九
の
地
点

三
八
の
地
点
か
ら
六
五
度
一
四
分
〇
二
秒
五
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
の
地
点

三
九
の
地
点
か
ら
八
一
度
三
八
分
二
六
秒
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一
の
地
点

四
〇
の
地
点
か
ら
八
三
度
一
一
分
〇
二
秒
五
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
の
地
点

四
一
の
地
点
か
ら
八
六
度
二
〇
分
四
四
秒
五
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
の
地
点

四
二
の
地
点
か
ら
九
一
度
〇
四
分
三
八
秒
六
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
四
の
地
点

四
三
の
地
点
か
ら
九
九
度
二
四
分
三
七
秒
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五
の
地
点

四
四
の
地
点
か
ら
一
〇
七
度
三
八
分
〇
一
秒
六
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六
の
地
点

四
五
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
二
〇
分
〇
八
秒
一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
七
の
地
点

四
六
の
地
点
か
ら
一
〇
七
度
一
五
分
二
八
秒
一
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
八
の
地
点

四
七
の
地
点
か
ら
一
九
八
度
〇
六
分
三
七
秒
一
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
九
の
地
点

四
八
の
地
点
か
ら
一
一
八
度
〇
一
分
三
一
秒
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇
の
地
点

四
九
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
一
九
分
三
九
秒
〇
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
一
の
地
点

五
〇
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
二
四
分
〇
一
秒
二
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
二
の
地
点

五
一
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
二
五
分
三
四
秒
二
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
三
の
地
点

五
二
の
地
点
か
ら
二
〇
七
度
二
六
分
〇
九
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
四
の
地
点

五
三
の
地
点
か
ら
一
一
八
度
〇
四
分
一
七
秒
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
五
の
地
点

五
四
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
二
八
分
二
〇
秒
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
六
の
地
点

五
五
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
二
七
分
〇
三
秒
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
七
の
地
点

五
六
の
地
点
か
ら
一
二
九
度
二
八
分
四
〇
秒
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
八
の
地
点

五
七
の
地
点
か
ら
一
三
六
度
三
五
分
二
八
秒
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
九
の
地
点

五
八
の
地
点
か
ら
一
三
九
度
四
五
分
一
九
秒
三
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇
の
地
点

五
九
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
一
二
分
五
一
秒
一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
一
の
地
点

六
〇
の
地
点
か
ら
一
八
二
度
一
七
分
一
一
秒
〇
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
二
の
地
点

六
一
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
五
二
分
〇
三
秒
三
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
三
の
地
点

六
二
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
一
九
分
二
四
秒
一
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
四
の
地
点

六
三
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
四
三
分
一
四
秒
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
五
の
地
点

六
四
の
地
点
か
ら
一
五
六
度
五
二
分
二
三
秒
二
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
六
の
地
点

六
五
の
地
点
か
ら
一
六
〇
度
三
六
分
二
四
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
七
の
地
点

六
六
の
地
点
か
ら
一
六
四
度
四
〇
分
五
九
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
八
の
地
点

六
七
の
地
点
か
ら
一
六
八
度
四
八
分
〇
五
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
九
の
地
点

六
八
の
地
点
か
ら
一
七
二
度
五
一
分
三
八
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
の
地
点

六
九
の
地
点
か
ら
一
七
六
度
五
九
分
一
〇
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
一
の
地
点

七
〇
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
二
九
分
三
二
秒
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
二
の
地
点

七
一
の
地
点
か
ら
一
八
二
度
一
四
分
二
三
秒
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
三
の
地
点

七
二
の
地
点
か
ら
一
八
五
度
一
一
分
四
六
秒
二
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
四
の
地
点

七
三
の
地
点
か
ら
一
八
八
度
四
五
分
三
〇
秒
二
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
五
の
地
点

七
四
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
五
六
分
三
二
秒
二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
六
の
地
点

七
五
の
地
点
か
ら
一
九
四
度
四
三
分
二
九
秒
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
七
の
地
点

七
六
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
〇
六
分
一
五
秒
二
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
八
の
地
点

七
七
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
〇
四
分
三
五
秒
二
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
九
の
地
点

七
八
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
三
九
分
五
五
秒
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
〇
の
地
点

七
九
の
地
点
か
ら
二
〇
一
度
五
〇
分
一
八
秒
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
一
の
地
点

八
〇
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
四
八
分
四
九
秒
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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八
二
の
地
点

八
一
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
五
一
分
四
〇
秒
一
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
三
の
地
点

八
二
の
地
点
か
ら
一
四
八
度
一
五
分
五
七
秒
二
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
四
の
地
点

八
三
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
四
〇
分
〇
六
秒
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
五
の
地
点

八
四
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
四
八
分
二
一
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
六
の
地
点

八
五
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
四
七
分
四
八
秒
三
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
七
の
地
点

八
六
の
地
点
か
ら
一
九
八
度
四
三
分
三
二
秒
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
八
の
地
点

八
七
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
一
三
分
四
〇
秒
四
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
九
の
地
点

八
八
の
地
点
か
ら
一
九
四
度
二
七
分
三
六
秒
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
〇
の
地
点

八
九
の
地
点
か
ら
一
九
〇
度
〇
八
分
四
七
秒
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
一
の
地
点

九
〇
の
地
点
か
ら
一
四
九
度
〇
六
分
五
六
秒
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
二
の
地
点

九
一
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
四
四
分
三
六
秒
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
三
の
地
点

九
二
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
二
三
分
一
〇
秒
三
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
四
の
地
点

九
三
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
〇
七
分
三
七
秒
四
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五
の
地
点

九
四
の
地
点
か
ら
一
六
九
度
二
四
分
〇
九
秒
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
六
の
地
点

九
五
の
地
点
か
ら
一
六
二
度
〇
四
分
〇
二
秒
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
七
の
地
点

九
六
の
地
点
か
ら
一
五
五
度
〇
六
分
〇
七
秒
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
の
地
点

九
七
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
五
五
分
五
三
秒
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
の
地
点

九
八
の
地
点
か
ら
一
四
一
度
五
六
分
一
七
秒
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
〇
の
地
点

九
九
の
地
点
か
ら
一
三
六
度
一
九
分
三
九
秒
二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
一
の
地
点

一
〇
〇
の
地
点
か
ら
一
三
二
度
四
八
分
一
五
秒
一
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
二
の
地
点

一
〇
一
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
五
〇
分
四
四
秒
三
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
三
の
地
点

一
〇
二
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
〇
四
分
三
八
秒
四
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
四
の
地
点

一
〇
三
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
三
二
分
二
六
秒
四
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
五
の
地
点

一
〇
四
の
地
点
か
ら
一
一
八
度
一
二
分
〇
一
秒
四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
六
の
地
点

一
〇
五
の
地
点
か
ら
一
一
六
度
一
七
分
一
四
秒
四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
七
の
地
点

一
〇
六
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
二
二
分
三
四
秒
三
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
八
の
地
点

一
〇
七
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
一
五
分
二
六
秒
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
九
の
地
点

一
〇
八
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
〇
二
分
五
二
秒
二
七
三
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

五
、
二
八
一
・
三
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
深
江
字
坪
江
鼻
六
八
九
番
四
か
ら
字
漕
網
六
九
一
番
二
に
至
る
各
地
内
並
び
に
同
地
先

の
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
ｉ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域Ａ
の
地
点

基
点
か
ら
三
四
五
度
〇
五
分
一
八
秒
二
、
〇
三
一
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
四
八
分
三
一
秒
二
八
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
三
六
度
四
八
分
三
〇
秒
一
七
五
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
八
一
度
一
八
分
三
九
秒
一
五
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
一
七
分
五
八
秒
五
七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
一
五
八
度
〇
三
分
二
〇
秒
三
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点

Ｆ
の
地
点
か
ら
一
九
八
度
五
二
分
二
三
秒
八
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点

Ｇ
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
一
八
分
三
一
秒
三
八
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｉ
の
地
点

Ｈ
の
地
点
か
ら
二
〇
一
度
〇
三
分
二
九
秒
三
六
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｊ
の
地
点

Ｉ
の
地
点
か
ら
二
九
〇
度
三
五
分
二
七
秒
一
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｋ
の
地
点

Ｊ
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
〇
八
分
三
九
秒
一
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｌ
の
地
点

Ｋ
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
四
二
分
四
九
秒
一
〇
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｍ
の
地
点

Ｌ
の
地
点
か
ら
三
〇
四
度
〇
〇
分
四
五
秒
七
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｎ
の
地
点

Ｍ
の
地
点
か
ら
三
一
一
度
五
一
分
〇
〇
秒
八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｏ
の
地
点

Ｎ
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
一
〇
分
五
五
秒
三
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｐ
の
地
点

Ｏ
の
地
点
か
ら
三
三
六
度
三
〇
分
三
四
秒
一
一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｑ
の
地
点

Ｐ
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
〇
六
分
一
七
秒
一
八
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｒ
の
地
点

Ｑ
の
地
点
か
ら
一
〇
度
三
七
分
五
八
秒
一
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
の
地
点

Ｒ
の
地
点
か
ら
二
二
度
三
五
分
三
一
秒
三
〇
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｔ
の
地
点

Ｓ
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
四
六
分
五
四
秒
一
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｕ
の
地
点

Ｔ
の
地
点
か
ら
二
二
度
〇
一
分
〇
四
秒
三
三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｖ
の
地
点

Ｕ
の
地
点
か
ら
三
二
九
度
五
八
分
五
五
秒
一
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｗ
の
地
点

Ｖ
の
地
点
か
ら
三
〇
九
度
三
六
分
五
三
秒
七
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｘ
の
地
点

Ｗ
の
地
点
か
ら
二
八
六
度
三
〇
分
二
〇
秒
一
八
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｙ
の
地
点

Ｘ
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
四
二
分
三
九
秒
八
三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｚ
の
地
点

Ｙ
の
地
点
か
ら
二
五
二
度
三
二
分
三
〇
秒
一
九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ａ
の
地
点

Ｚ
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
四
一
分
三
七
秒
二
〇
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五
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ｂ
の
地
点

ａ
の
地
点
か
ら
二
二
七
度
五
五
分
〇
一
秒
一
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｃ
の
地
点

ｂ
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
四
〇
分
〇
一
秒
二
三
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｄ
の
地
点

ｃ
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
九
分
五
七
秒
一
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｅ
の
地
点

ｄ
の
地
点
か
ら
二
一
七
度
〇
六
分
〇
三
秒
一
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｆ
の
地
点

ｅ
の
地
点
か
ら
二
〇
六
度
四
〇
分
五
〇
秒
二
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｇ
の
地
点

ｆ
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
二
八
分
一
一
秒
二
二
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｈ
の
地
点

ｇ
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
五
四
分
二
八
秒
一
二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｉ
の
地
点

ｈ
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
一
五
分
五
一
秒
二
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
九
、
一
六
三
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地
・
護
岸
用
地

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

施
行
者
の
名
称

国
東
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

国
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業

国
東
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
公

告

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
登
録
販
売
者
試
験
を
実
施
す

る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

試
験
の
日
時

令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
の
場
所

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号

Ｊ：

Ｃ
Ｏ
Ｍ
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

大
分
市
中
央
町
四
丁
目
二
番
五
号

ソ
レ
イ
ユ

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
二
階
正
庁
ホ
ー
ル
及
び
新
館
十
四
階
大
会
議
室

三

試
験
方
法

試
験
は
、
午
前
午
後
各
二
時
間
ず
つ
と
し
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
行
う
。

１

午
前
の
部
（
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で
）

㈠

医
薬
品
に
共
通
す
る
特
性
と
基
本
的
な
知
識

㈡

人
体
の
働
き
と
医
薬
品

㈢

医
薬
品
の
適
正
使
用
と
安
全
対
策

２

午
後
の
部
（
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
）

㈠

主
な
医
薬
品
と
そ
の
作
用

㈡

薬
事
に
関
す
る
法
規
と
制
度

四

申
請
手
続

１

提
出
書
類

㈠

受
験
申
請
書
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
は
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
と
お
り
に
記
入
す
る
こ
と
。
）

㈡

写
真
台
帳
（
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
写
真
を
所
定
の
場
所

に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

六
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役

名

氏

名

住

所

理

事

池

田

幸

利

佐
伯
市
大
字
木
立
四
九
六
一
番
地
三

〃

向

千

秋

〃

大
字
木
立
四
九
八
二
番
地
二

〃

小

川

髙

義

〃

大
字
木
立
五
一
〇
〇
番
地

〃

山

内

実

〃

大
字
木
立
四
九
〇
一
番
地

〃

児

玉

健

男

〃

大
字
木
立
五
六
八
八
番
地
一

〃

藤

矢

勇

一

〃

大
字
木
立
五
八
一
五
番
地

２

受
験
手
数
料

一
万
三
千
円
を
受
験
申
請
書
提
出
の
際
に
現
金
で
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
大
分
県
内
に
居
住
又

は
勤
務
す
る
者
以
外
の
者
で
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
現
金
書
留
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

３

提
出
先

㈠

大
分
県
内
に
居
住
又
は
勤
務
す
る
者

住
所
地
又
は
勤
務
地
を
所
管
す
る
保
健
所
（
保
健
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
こ

と
。な

お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
、
受
け
付
け
な
い
。

㈡

㈠
以
外
の
者

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
（
〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
）
に

提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
必
ず
現
金
書
留
に
同
封
す
る
こ
と
。

４

提
出
部
数

正
本
及
び
副
本
各
一
部
。
た
だ
し
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
提
出
す
る
場
合
は
、
正
本
一
部

と
す
る
。

な
お
、
副
本
は
、
正
本
の
写
し
で
よ
い
。

五

申
請
受
付
期
間

令
和
六
年
八
月
十
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
八
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

六

合
格
発
表

１

発
表
日
時

令
和
七
年
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時

２

発
表
方
法

合
格
者
の
受
験
番
号
を
大
分
県
庁
舎
本
館
一
階
県
政
展
示
ホ
ー
ル
内
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

な
お
、
電
話
や
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
合
否
の
照
会
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

合
格
者
の
通
知

合
格
者
に
は
、
合
格
通
知
書
を
申
請
書
記
載
の
住
所
に
郵
送
す
る
。

４

得
点
に
関
す
る
開
示

受
験
者
本
人
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
の
得
点
を
開
示
す
る
。
開
示
を
希
望
す
る

者
は
、
合
格
発
表
日
以
後
三
十
日
以
内
に
、
受
験
票
又
は
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
運
転
免
許

証
等
を
持
参
の
上
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
お
い
て
、
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
電
話
に
よ
る
開
示
請
求
は
、
受
け
付
け
な
い
。

七

注
意
事
項

１

十
一
月
上
旬
に
受
験
票
を
申
請
書
記
載
の
住
所
へ
郵
送
す
る
の
で
、
十
一
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
ま

で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
連
絡
す
る
こ
と
。

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室

電
話
番
号

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
六
五
〇

２

午
前
の
部
、
午
後
の
部
と
も
、
試
験
開
始
時
刻
を
三
十
分
経
過
し
た
後
は
、
試
験
室
へ
の
入
室
を
認

め
な
い
。

３

試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
っ
た
者
に
つ
い

て
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
合
格
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

受
験
者
用
の
駐
車
場
は
な
い
の
で
、
公
共
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
こ
と
。

５

そ
の
他
の
注
意
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
票
に
記
載
す
る
。

八

そ
の
他

受
験
申
請
書
及
び
写
真
台
帳
の
様
式
並
び
に
問
合
せ
先
及
び
受
験
申
請
書
提
出
先
の
保
健
所
の
連
絡
先

は
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
野
谷
土

地
改
良
区
（
佐
伯
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七



〃

岩

﨑

弥
寿
彦

〃

大
字
木
立
五
八
三
九
番
地

〃

岩

﨑

春

美

〃

大
字
木
立
五
八
五
〇
番
地

監

事

池

田

秋

豊

〃

大
字
木
立
五
一
八
二
番
地
二

〃

山

本

平
八
郎

大
分
市
大
字
敷
戸
台
二
丁
目
二
番
一
九
号

役

名

氏

名

住

所

理

事

本

矢

治

生

佐
伯
市
大
字
木
立
五
八
二
一
番
地

〃

山

田

健

一

〃

大
字
木
立
五
八
五
九
番
地

〃

今

山

敦

夫

〃

大
字
木
立
四
七
九
二
番
地
二

〃

久

保

新
二
郎

〃

大
字
木
立
四
九
三
六
番
地
一

〃

新

名

天
津
雄

〃

大
字
木
立
四
九
〇
七
番
地
一

〃

木

許

渉

〃

大
字
木
立
五
五
四
八
番
地

〃

山

内

重

嘉

〃

大
字
木
立
五
六
九
〇
番
地
一

〃

山

田

平
五
郎

〃

大
字
木
立
五
八
五
三
番
地

監

事

植

田

稔

明

〃

大
字
木
立
五
八
八
九
番
地
一

〃

林

盛

茂

〃

大
字
木
立
四
六
七
一
番
地

〃

阿

部

清

太

〃

大
字
木
立
五
五
〇
七
番
地
三

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

内

田

津

芳

豊
後
高
田
市
呉
崎
三
四
九
五
番
地

〃

岩

田

保

広

〃

高
田
二
一
二
一
番
地
八

〃

和

田

博

文

〃

呉
崎
三
二
七
三
番
地

〃

根

津

充

宏

〃

呉
崎
三
四
一
八
番
地

〃

山

本

高

行

〃

呉
崎
三
四
八
四
番
地

〃

石

掛

好

信

〃

呉
崎
六
三
〇
番
地

監

事

森

若

清

彦

〃

呉
崎
三
六
八
番
地

〃

堀

正

信

〃

呉
崎
三
二
七
六
番
地

〃

沖

本

利

治

〃

呉
崎
三
四
九
四
番
地
二

役

名

氏

名

住

所

理

事

岩

田

保

広

豊
後
高
田
市
高
田
二
一
二
一
番
地
八

〃

多
田
羅

洋

智

〃

呉
崎
三
四
三
三
番
地

〃

内

田

勇
一
郎

〃

呉
崎
三
四
九
五
番
地

〃

德

永

雄

一

〃

呉
崎
一
一
〇
一
番
地
三

〃

板

清

良

文

〃

呉
崎
九
九
八
番
地
二

〃

沖

本

康

輔

〃

呉
崎
三
四
九
四
番
地
二

監

事

松

久

正

雄

〃

呉
崎
九
八
二
番
地
二

〃

本

田

優

太

〃

呉
崎
三
四
三
〇
番
地

〃

阿

部

博

幸

〃

上
香
々
地
二
一
七
九
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
呉
崎
干
拓

土
地
改
良
区
（
豊
後
高
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
駅
館
川
土
地
改
良
区
連
合
（
宇
佐
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

八



役

名

氏

名

住

所

理

事

菅

原

維

範

宇
佐
市
安
心
院
町
尾
立
五
五
番
地
の
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
申
請
自
動
受
付
機

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
三
十
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

馬

場

高

一

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

百
九
十
一
万
五
千
八
百
四
十
八
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
運
転
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
六
月
四
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

佐
々
木

俊

彦

東
京
都
新
宿
区
市
谷
加
賀
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
五
百
十
九
万
三
千
六
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九


